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長野市の歴史的風致の維持及び
向上に関する方針

第 3 章

　 本市で は、 平成25年（ 2013）以降、 第１ 期の長野市歴史的風致維持向上計画に基づ

き 、 伝統的な環境に調和する良好な景観形成、 地域固有の歴史や文化、 伝統を生かし た

まちづく り に取り 組んでき た。

　 善光寺周辺地区では、 善光寺門前の宿坊の建ち並ぶ道路において電柱電線類の地中化

や石畳舗装などの美装化により 周囲の伝統的な雰囲気に調和し た良好な景観形成を図っ

たこ と で、 令和４ 年（ 2022）の善光寺御開帳に全国から 訪れた約636万人の参拝者に本市

が持つ歴史、 文化の魅力を感じ ていただく こ と ができた。

　 戸隠地区では、 住民と の協働による歴史的建造物の修復、 修景等を進めたこ と で、 戸

隠中社・ 宝光社地区の一部が、 平成29年（ 2017）２ 月に重要伝統的建造物群保存地区に

選定さ れ、 山岳信仰の聖地と し ての魅力が増し た。

　 松代地区では、 史跡の松代城跡や旧文武学校等の文化財の保存整備を行う と と も に、

庭園や泉
せ ん

水
す い

路の調査、 地域住民主体の積極的な歴史まちづく り 活動などにより 、 城下町

と し ての歴史的風致が向上し 、 地域の歴史的資源を活用し た観光地づく り を推進し てき

た。

　 鬼無里地区では、 地域住民が主体と なっ て専門家の意見を聞き 、 地域に残る名工制作

の市指定有形文化財（ 工芸品）の屋台の修理を決めた。 屋台は、 鬼無里ふるさ と 資料館で

常設展示さ れており 、 祭礼時には屋外に曳き 出し て巡行に使われている。 また、 鬼無里

ふるさ と 資料館のホームページの多言語化を 進めたり 、 地域の観光団体が祭礼をSNSで

情報発信し たり し て地域の歴史的風致の維持及び向上に取り 組んだ。

　 こ のよう に、 まちの魅力や景観の向上、 歴史的建造物の保存及び活用、 歴史まちづく

り に関する住民意識の向上等に一定の成果を得るこ と ができ た。 一方で、 人口減少や少

子高齢化の進展を背景に、 歴史的建造物、 伝統的な祭礼や行事の保存、 継承などに引き

続き 取り 組むと と も に、 歴史的資源を活用し て観光振興や地域活性化につなげていく 必

要がある。

歴史的風致の維持及び向上に関する課題1
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⑴　 歴史的建造物等の保存に関する課題

⑵　 地域に残る伝統と 生
な り

業
わい

の継承に関する課題

　 本市には、 歴史的建造物が群と なっ た歴史的まちなみが残っ ている。 第１ 期の計画で

は、 善光寺本堂耐震補強事業をはじ めと する文化財の保存整備、 歴史的風致維持向上計

画に基づいた歴史的風致形成建造物の修理助成など歴史的建造物等の保存を進めてきた。

　 文化財に指定さ れている建造物等について、 国指定のも のは、 国の助成があるため概

ね良好に維持、 管理さ れているも のの、 登録文化財及び、 県や市の指定のも のは、 指定

数が多いこ と も あっ て修理、 修復が追いついていない。 また、 未指定の文化財について

は、 指定文化財に比べてその価値が十分に認識さ れていないため、 適切に維持、 管理が

行われていない。

　 近年は、 歴史的建造物の価値が見直さ れ、 それまでと 異なる用途に活用さ れている例

があるも のの、 文化財指定の有無にかかわら ず、 修理や修復に費用を要するこ と や人的

負担の大き さ 、 歴史的価値の認識不足、 世代交代などのために適切な維持、 管理が行わ

れずに空き 家と なっ たり 、 老朽化、 滅失が進行し たり し ている。

　 本市には、 地域の人々によっ て大切に守り 伝えら れてき た無形の歴史的遺産である祭

礼や伝統行事があり 、 こ れら は日々の暮ら し や地域に根付き 、 その中に深く 浸透し て継

承さ れてき た。

　 第１ 期の計画では、 伝統的な祭礼や民俗芸能を継承する団体の活動費を支援すると と

も に、 地域を超えた団体間の交流や子供たちの参加を促すイ ベント の開催、 活動団体の

情報発信などを行い、 伝統的な祭礼等の保存、 継承につなげてきた。 また、 ながの獅子

舞フ ェ スティ バル、 伝統芸能こ ども フ ェ スティ バルを開催し 、 活動の披露と 市民が伝統

文化に親し む機会を設けている。

　 本市の歴史的建造物は、 戸隠や鬼無里などに茅葺屋根の建物が多いこ と が特徴であ

る。 かつては、 地域に大き な茅場を持ち、 地域の茅葺職人と 住民の共同作業で屋根の葺

き 替えを行っ ていた。 耐久性の高い金属製の屋根が一般的と なり 、 茅（ ススキ）の需要が

ほと んどなく なり 、 茅場が失われつつあっ たが、 伝統的な建築技術を必要と する伝統的

建造物を継続的に修理し 、 茅材の安定的な確保のための茅場整備や必要な修理技術の継

承を進めた。

　 し かし 、 人口減少や少子高齢化を背景と し て、 伝統的な祭礼や行事などの担い手が不

足し ており 、 そのために継承団体の資金面の課題から 活動が縮小するなど、 伝統的な祭

礼や行事などの継承が危ぶまれる。 また、 現在の木造建築では木材加工の機械化や乾式
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⑶　 歴史的まちなみと 周辺環境の整備に関する課題

　 歴史的風致は、 歴史的建造物だけなく 、 その周辺のまちなみの連続性や景観と いっ た

周辺環境と 一体で形成さ れるも のである。 その維持及び向上には、 周辺環境についても

建築物の高さ や屋外広告物、 緑地の保全や一般建造物の外観などへの対応が必要と なる。

　 本市では、 長野市伝統環境保存条例、 長野市の景観を守り 育てる条例、 長野市屋外広

告物条例、 長野市伝統的建造物群保存地区保存条例のほか、 景観計画や地区計画などに

より 、 良好な景観形成に向けて取り 組んでいる。 こ のよう な規制や誘導の下
も と

、 第１ 期の

計画では、 電柱電線類の地中化や石畳舗装の道路美装化による環境整備のほか、 建造物

の修景助成などを実施し 、 周囲の伝統的な雰囲気に調和し た景観形成を図っ てき た。

　 また、 本市を訪れる観光客は、 主にバスや自家用車を利用し ており 、 歴史的建造物が

集積する地域は、 本市の代表的な観光地でも あるこ と から 、 多く の観光客が訪れる観光

時季には交通が問題と なる。 過度の自動車の流入は、 歩行者の安全を 脅かすだけでな

く 、 歴史的建造物の滅失を伴う 駐車場の増加によるまちなみの連続性喪失の一因にも な

る。

　 歴史的建造物や歴史的なまちなみで形成さ れた歴史的風致を維持及び向上する景観の

保全や交通などへの対応は、 長期にわたるこ と から 、 継続し て取り 組んでいく 必要があ

る。

⑷　 歴史的風致を生かし た観光振興、 地域活性化に関する課題

　 第１ 期の計画の取り 組みを と おし て、 松代地区では地域住民自ら が、 ま ち 歩き ツ

アー、 城下町のボラ ンティ アガイ ド などで地域の歴史や文化の情報発信や誘客事業を企

画運営し 、 松代地区の歴史的風致の認知が広まっ ている。

　 また、 鬼無里地区では、 鬼無里観光振興会が歴史的質の高い屋台や伝統的な祭礼を

SNSで情報発信し た。 御
お ん

柱
ばし ら

祭
さ い

の里曳き には、 大学生も 参加し て祭り は大いに賑わっ た。

そのほか、 地域住民も 参加し てガイ ド マッ プを作成し 、 地域の魅力を見つめ直す機会と

なっ た。 戸隠地区では、 茅葺き 屋根に使用する 茅の刈り 取り 体験をPRし 、 地域住民の

ほか学生や地区外から も 参加があっ た。

　 本市の各地域に見ら れる文化財や伝統的な祭礼等は、 地域の魅力、 また観光資源にも

なっ ている。 し かし 、 人々の暮ら し ぶり や生活環境が変わる中で、 祭礼や行事と 人々の

工法が普及し ている中、 歴史的建造物の修理、 修復には伝統的な建築技術や工法を要す

るため、 技術や経験の継承が課題と なっ ている。
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⑸　 歴史文化の調査研究に関する課題

　 第１ 期の計画では、 戸隠地域の住民や関係団体の協力の下
も と

、 戸隠中社、 宝光社地区の

歴史的建造物や周辺環境の調査を実施し て歴史的価値を明ら かにすると と も に、 調査成

果について意見交換をするこ と で、 地域の歴史や文化に対する知識や歴史まちづく り へ

の住民の理解が深まり 、 戸隠宝光社・ 中社地区での重要伝統的建造物群保存地区の選定

及び防災計画の策定に結び付いた。 また、 史跡松代城跡の調査研究を進め、 その結果を

受けて平成27年（ 2015）に史跡指定範囲が拡大し た。

　 こ のよう な成果があるも のの、 第１ 期の計画での調査研究は、 個別に実施さ れるこ と

が多く 、 地域の歴史や文化の断片的な把握にと どまっ ている。 市内には、 歴史的建造物

や伝統的な祭礼が多く みら れるが、 十分な調査研究が実施さ れていない地域があるこ と

から 、 その価値が明ら かになっ ておら ず、 歴史的建造物や伝統的な祭礼等を適切に保存

し ていく ためには、 歴史的建造物や伝統的な祭礼等の全体を把握する必要がある。

　 本市の文化財及びその周辺環境を一体的、 網羅的に調査を行っ て総合的に把握し 、 そ

れら を地域全体で保存、 活用し 、 文化財を生かし た魅力的な地域づく り を目的と し た文

化財保存活用地域計画と 整合をと り ながら 、 各地域の文化財や歴史的建造物等の保存、

活用につなげていく 必要がある。

暮ら し 、 地域と の密接な関係が薄れつつある。

　 数え年で７ 年に一度行われる善光寺御開帳や戸隠神社式年大祭のよう な特別な祭礼に

は、 県内外から 多く の観光客が訪れて大き な賑わいをみせるが、 地域の文化財や伝統的

な祭礼等の認知度は、 まだ低い状況にある。

　 地域で行われる祭礼などの認知を広め、 多く の方に訪れていただく と と も に、 住民主

体の活動が広がっ て地域住民の地域への自信や誇り 、 愛着の高まり につなげるため、 長

く 受け継がれてき た地域固有の伝統や文化の背景にある魅力あるスト ーリ ーを市民や来

訪者に効果的に伝えていく 必要がある。
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　 本計画は、 長野市総合計画をはじ め、 関係する計画と の整合、 連携を図り ながら 、 本

市の歴史まちづく り に関する基本的な方針を示し たも のである。

既存計画（ 上位、 関連計画） と の関連2

⑴　 第五次長野市総合計画

　 本市は、 令和８ 年度（ 2026）までを 計画期間と する 第五次長野市総合計画を 平成29年

（ 2017）に策定し 、 まちの将来像の実現に向けたまちづく り を進めている。

ア　 基本構想（ 平成29年（ 2017）４ 月策定）

　 基本構想は、 長期的な観点に立ち、 さ まざまな情勢の変化などを見据えながら 、 目指

すまちの将来像や目標を明ら かにし たも のである 。 政策に「 魅力あふれる文化の創造と

継承」、「 いき いきと 暮ら せる魅力あるまちづく り の推進」を挙げている。

　（ ア）　 計画期間

　 　 平成29年度（ 2017）から 令和８ 年度（ 2026）まで

　（ イ ）　 まちづく り の基本方針

　 ・ 市民の「 幸せ」の実現

　 ・「 持続可能な」まちづく り の推進

　 ・「 長野市ら し さ 」の発揮と「 まちの活力と 魅力」の創出

■ 上位、 関連計画と の関係

第五次長野市総合計画

幸せ実感都市『 ながの』～“オールながの”で未来を 創造し よう ～

長野市歴史的風致維持向上計画 長野市都市計画マスタ ープラ ン

長野市景観計画

国指定文化財の保存活用計画

長野市文化財保存活用地域計画

長野市観光振興計画

第二次長野市文化芸術振興計画

第三次長野市環境基本計画

長野市中心市街地活性化基本計画

長野農業振興地域整備計画

整合

連携
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　（ ウ）　 まちの将来像

　  　 幸せ実感都市『 ながの』～“オールながの”で未来を創造し よう ～

　  　 人口減少社会、 成熟社会が到来し た現在、 本市が有する強みを活用し ながら 、 抱え

　 る課題を可能性に変え「 長野市ら し い魅力ある」まちと し て、 歩み続けていく こ と が必

　 要と なっ ている。 価値観が多様化し 行政課題が複雑化し ているが、 住民の福祉の増進

　 を図ると と も に、 本市の多様性ある構成や成り 立ち、 特性を踏まえた地域づく り を進

　 め、 市全体の「 幸せ」の総和の拡大を目指し ていく こ と を「 幸せ実感都市」と 表し ている。

　  　 また、 副題と し て市民が本市への誇り を胸に未来への希望を実感でき るよう 全市を

　 挙げてまちづく り に取り 組むこ と を「 “オールながの”で未来を創造し よう 」と 表現し て

　 いる。

イ 　 後期基本計画（ 令和４ 年（ 2022）４ 月策定）

　 基本計画は、 基本構想に掲げるまちの将来像や目標を実現するために必要な手段、 施

策を体系的に明ら かにし たも のである。 後期基本計画では、 長野市まち・ ひと ・ し ごと

創生総合戦略と 統合し ている。

　 施策に「 文化の継承による魅力ある地域づく り の推進」、「 地域の特色を 活かし た景観

の形成」を挙げている。

　（ ア）　 計画期間

　  　 令和４ 年度（ 2022）から 令和８ 年度（ 2026）まで

　（ イ ）　 施策体系

　  　 健幸増進都市、 令和元年東日本台風災害から の復興、 SDGs及びSociety5.0が計画全

　 体に共通する取り 組みと し てベースと なり 、 その上に全55施策を立て、 さ ら に分野

　 横断的に取り 組む必要があるテーマを総合戦略と し 、 取り 組んでいく 。
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⑵　 長野市都市計画マスタ ープラ ン （ 平成29年（ 2017）４ 月改定）

　 長野市都市計画マスタ ープラ ンは、 本市の都市づく り の理念と 目標、 土地利用など都

市まちづく り の方針を明ら かにするこ と により 、 都市計画の総合的、 長期的な指針と し

ての役割を 果たすも のである。 平成29年（ 2017）４ 月に改定し 、 目標年次を 概ね20年後

の令和18年（ 2036）、 中間目標を令和８ 年（ 2026）と し ている。

ア　 都市づく り の理念と 目標

イ 　 都市構造の基本的な考え方

　 ●コ ンパク ト な都市（ 集約型都市構造）と するための都市拠点と 都市軸の形成

　 　 • 多様な都市機能が集積し 都市生活・ 活動の核と なる都市拠点の形成

　 　 •  拠点間の都市機能の連携を確保すると と も に、 市域外と の連携を強化する都市軸

の形成

　 ●地域資源を活かし 各地域が連携し た一体的な都市の形成

　 　 • 豊かな自然の保全と と も に、 観光業の振興を図る自然観光拠点の形成

　 　 • 自然観光拠点や地域拠点などを結び、 市外と の連携を強める地域交流軸の形成

　 　 •  市内に点在する歴史的な街などを結び、 歴史・ 文化の交流や周遊性を高める歴史

交流軸の形成
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都市構造図（ 拠点と 軸）

土地利用区分図
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ウ　 都市景観整備の方針

　 都市構造の基本的な考え方を受け、 土地利用や都市環境、 都市景観、 防災都市づく り

など方針を定めている。

　 都市景観の整備については、「 歴史に育まれてき た特徴ある景観の継承」と し て、「 歴

史と 文化を象徴する景観の継承」を挙げている。

　（ ア）　 都市景観整備の基本方針

　 　 ●長野市を形づく る骨格的な景観の保全と 自然と 調和し た良好な景観の形成

　 　 ●地域特性に応じ た魅力的な景観づく り

　 　 ●環境共生型都市の景観づく り

　 　 ●地域が主体と なっ た景観づく り への取り 組み

　（ イ ）　 都市景観の整備方針

　 　 ●骨格的な自然景観の保全・ 育成

　 　 　 • 豊かな山並みの景観保全

　 　 　 • 水辺の景観の保全と 向上

　 　 ●歴史に育まれてき た特徴ある景観の継承

　 　 　 • 歴史と 文化を象徴する景観の継承

　 　 　 • 市民に親し まれてきた自然や緑の景観の保全

　 　 ●市街地における景観づく り

　 　 　 • 商業・ 業務地での景観形成

　 　 　 • 住宅地の景観形成

　 　 ●地区特性を活かし た景観づく り

　 　 　 • 農地や農山村などの景観の保全

　 　 　 • 沿道の修景と 景観形成

　 　 　 • 都市と 自然が共生し た景観保全
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⑶　 長野市景観計画 （ 平成30年（ 2018） 10月改定）

　 平成19年（ 2007）に策定し 、 社会情勢が変化し てき たこ と を踏まえ、 平成30年（ 2018）

に改定し た。

　 基本的な考え方と なる「 長野市が守り 育てていく 景観」の４ 項目の一つに「 歴史的・ 文

化的な街並み」を挙げ、 それを守り 育てていく 方針と し て「 歴史と 文化を象徴する景観を

継承する」こ と と し ている。

ア　 長野市が守り 育てていく 景観
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イ 　 良好な景観形成に関する方針

　 　 　 　 　 豊かな緑を展開する

　 本市を囲む山々や里地は、 四季折々の景観を楽し ませてく れるばかり でなく 、 多様な

動物や植物が生息し 、 訪れる人々に憩いやリ ラ ク ゼーショ ンを提供し てく れます。 こ の

かけがえのない環境を保全すると と も に、 その一部では市民が自然に親し める場所をつ

く るこ と により 、 自然を知り 、 守るこ と の大切さ を感じ ら れるよう にし ます。

　 　 　 　 　 魅力ある水景観を創出する

　 豊かな水量に恵まれた千曲川、 犀川、 裾花川をはじ め、 市内にはさ まざまな河川や用

水路、 大小の溜め池があり 、 多種多様な水辺環境を 形成し ています。 こ れら と 一体と

なっ た自然環境を保全し 、 開放的な水景観を身近に感じ ら れるよう にし ます。

　 　 　 　 　 美し い眺望景観に誘導する

　 建築物の高さ や色などについて配慮を求め、 より 美し い風景を眺望でき るよう にし ま

す。 また、 眺望景観である山並みを乱さ ないよう にし ます。 市街地にあっ ては、 夜間の

照明をなるべく 抑え、 上向き 照明を抑制するなど、 星がまたたく き れいな夜空を仰ぎ見

るこ と ができ るよう にし ていき ます。

　 　 　 　 　 歴史と 文化を象徴する景観を継承する

　 建物や街並みなどの歴史的景観は、 本市の大き な魅力の一つであると 同時に、 わたし

たちの日常を潤し てく れます。 こ う し た景観資源を、 大切に守り ながら 活用を図っ てい

く 必要があり ます。 また、 時間をかけてつく ら れ、 守ら れてき た祭り や伝統行事は、 地

域固有の文化を伝えてく れると と も に、 コ ミ ュ ニティ 形成にも 寄与し ているこ と から 、

文化的景観と し て次の世代に引き 継ぎます。

　 　 　 　 　 にぎわいあふれる空間を演出する

　 交通の要所と 景勝地、 あるいはイ ベント 会場などを結ぶルート が、 安心や快適、 ユニ

バーサルデザイ ンに配慮さ れ、 長野ら し さ を満喫できる回遊空間になるよう 整備を進め

ます。 そし て、 建物の外壁面を揃え、 看板類を整えるなど、 眺望に優れた空間を形成し

ていき ます。

　 　 　 　 　 過ごし やすい住環境を創造する

　 景観協定や建築協定、 地区計画などによる地区独自のルールづく り を促進し 、 住宅地

における良好な景観形成を誘導し ます。 また、 豊かな自然に恵まれた地形を活かし 、 過

方針１

方針２

方針３

方針４

方針５

方針６
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⑷　 国指定文化財の保存活用計画

ア　 史跡松代城跡附新御殿跡保存活用計画（ 平成30年（ 2018）３ 月策定）

　 史跡である松代城と 新御殿跡は、 地域の貴重な歴史的遺産であり 、 適切に保存を図る

必要があると と も に、 市民の憩いの場と し て、 また、 松代地区の重要な観光資源と し て

の利活用も 求めら れている。 計画は、 バラ ンスのと れた保存と 活用を進め、 適切に次世

代へ継承し ていく こ と を目的と し ている。

　（ ア）　 基本方針

　 　 ａ 　 保存管理の基本方針

　 　 　 • 史跡の本質的価値を損なう こ と がないよう 適切な保存管理を行う 。

　 　 　 • 日常的な維持管理、 防犯対策、 防災対策を行い、 経年変化の観測を行う 。

　 　 　 • 将来的に予想さ れる現状変更行為に対する基本方針を定め、 適切な保存を図る。

　 　 ｂ 　 活用の基本方針

　 　 　 • 松代城跡と 新御殿跡の一体的な価値を市民、 来訪者に分かり やすく 伝える。

　 　 　 • 城下町に残る歴史遺産と の連携を深め、 まちづく り の中核と し ての役割を担う 。

　 　 　 •  文化財的価値保存と 都市公園と し て求めら れる憩いの場、 にぎわいの場と し て

の役割の両立を図る。

　 　 　 •  地域のNPO、 ボラ ン ティ ア団体等と の緊密な連携によ り 、 魅力的な情報発信

に努める。

　 　 ｃ 　 整備の基本方針

　 　 　 • 保存、 活用を確実に推進するための整備を計画的に実施する。

　 　 　 • 史跡の本質的価値を後世に伝えるための修理、 復元を進める。

　 　 　 • 後世の改変がなさ れた箇所を往時の姿に戻し 、 史跡と し ての本来の姿を伝える。

　 　 　 •  廃城以降に残る歴史的遺産と の一体性が市民、 来訪者に分かるよう な整備を進

める。

ごし やすい落ち着いた雰囲気のまちづく り を進めます。 更に緑と 潤いにあふれ、 環境に

やさ し い、 住んでよかっ た、 こ れから も 住み続けたいと 思っ ても ら える長野市を目指し

ます。
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　 　 ｄ 　 運営、 体制

　 　 　 •  日常の維持管理、 公開活用、 保存整備、 調査研究等を着実に推進するための組

織体制を整える。

　 　 　 •  文化庁、 長野県と の緊密な連携を図る。

　 　 　 •  市及び市教育委員会の関係部局と の緊密な連携を図る。

　 　 　 •  保存管理、 活用、 整備を着実に推進するための財源確保を図る。

　 　 　 •  地域NPO、 ボラ ン ティ ア団体等と の連携によ り 、 後継者育成体制の充実を 図

る。

イ 　 史跡旧文武学校保存活用計画（ 平成30年（ 2018）３ 月策定）

　 計画は、 旧文武学校の歴史的な価値を改めて検証、 評価すると と も に、 史跡と し て適

切に管理し ていく ための現状変更の取り 扱い方針及び基準を定め、 今後の保存活用整備

事業、 関運営体制における基本方針を示し ている。

　（ ア）　 基本方針

　 　 ａ 　 保存管理

　 　 　 •  史跡のも つ本質的価値を損なう こ と なく 、 それを適切に管理するこ と で、 次世

代へと 継承し ていく 。

　 　 　 •  本質的価値が損なわれるよう な場合には、 最善の対応をと り 、 価値を復するこ

と に努める。

　 　 　 •  現状変更に関する基本方針を定め、 史跡の保存を図る。

　 　 　 •  適切な保存状態を実現するため、 史資料の調査、 研究を精力的に進める。

　 　 ｂ 　 活用

　 　 　 •  史跡のも つ本質的価値を正し く 国民へ伝えるよう な活用を実施する。

　 　 　 •  地域の文化、 教育の拠点施設を目指し 、 市民に積極的に活用さ れるこ と を目指

す。

　 　 　 •  周囲の文化施設、 商業施設と 密に連携し 、 松代地区全体を見据えた取り 組みを

行う 。

　 　 ｃ 　 整備

　 　 　 •  保存、 活用を着実に推進するための整備を計画的に実施する。

　 　 　 •  本質的価値の顕在化と さ ら なる向上を目指す。

　 　 　 •  復原及び復元の基準点は文武学校の開校当初と する。
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　 　 ｄ 　 運営

　 　 　 •  市民及び関係諸機関と の緊密な連携を維持する。

　 　 　 •  本質的価値の維持、 向上を目指し 、 運営体制の充実を図る。

　 　 　 •  業務効率化と 使用者サービスの向上に努める。

ウ　 善光寺保存活用計画（ 令和５ 年（ 2023）２ 月策定）

　 国宝１ 棟、 重要文化財建造物２ 棟、 登録有形文化財２ 棟の文化財建造物を有し 、 年間

数百万人の参拝者が訪れる善光寺において 、 令和５ 年（ 2023）２ 月に保存活用計画が策

定さ れた。 計画では、 文化財建造物に対する意識や保存管理、 環境保全、 防災など文化

財建造物を取り 巻く 環境の変化へ対応でき るよう 善光寺境内の文化財建造物を適切に保

存し 、 活用し ていく と し ている。

　（ ア）　 計画期間

　 　 令和14年（ 2032）３ 月まで

　（ イ ）　 基本方針

　 　 ●長野及び日本を代表する文化財建造物を適切に管理し 、 保存する

　 　 ●荘厳な文化財建造物と 広域に広がる境内を信仰の場と し て、 継続し て利用する

　 　 ●多様な参拝者が文化財建造物に親し み、 理解を深めら れるよう 活用する

⑸　 長野市文化財保存活用地域計画 （ 令和６ 年（ 2024）７ 月認定）

　 地域で育まれた多様な歴史や文化を総合的に把握し 、 市民や関係団体、 行政等が地域

総がかり で保存・ 活用し ていく こ と で、 文化財の価値と 魅力を多く の市民と 共有し 、 大

切に使いながら 、 地域の特徴を活かし たまちづく り を進めると 共に、 歴史や文化の継承

につなげて行く こ と を目的と し ている。

ア　 計画期間

　 令和６ 年度（ 2024）から 令和13年度（ 2031）まで

イ 　 目指す将来像

　「 長野ら し さ を伝える文化財を 活かし た歴史文化都市」

　「 大地の激動がも たら し た恵みと 災い」「 人々が交わる地長野」「 信仰が息づく まち長

野」「 政治経済の中心長野」「 長野に生き る人々の暮ら し と 文化」の５ つの歴史文化の特
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性から 構成さ れる「 長野ら し さ 」を伝える長野市の文化財は本市の多様な歴史と 文化を表

し 、 それを後世へ伝える大切なモノ やコ ト です。

　 本計画では、 こ の文化財の価値と 魅力が多く の市民に共通さ れ、 大切に使われながら

将来に継承さ れるこ と で、 長野市が市民にも 来訪者にも 魅力ある歴史のある歴史文化都

市と なるこ と を目指し ます。

ウ　 基本方針

　 1)　 文化財を掘り 起こ す（ 調査）

　 　 ①　 文化財を総合的に把握する

　 　 ②　 文化財を研究し 価値づける

　 2)　 掘り 起こ し た文化財を保存する（ 保存）

　 　 ①　 文化財を適切に維持管理する

　 　 ②　 文化財を適切に修理する　

　 　 ③　 災害や盗難等に備える

　 3)　 歴史文化の魅力を伝え活用する（ 活用）

　 　 ①　 文化財を学ぶ機会を充実さ せる

　 　 ②　 文化財についての情報発信の充実

　 　 ③　 持続可能な文化観光の推進する

　 　 ④　 文化財を活かし た歴史まちづく り を推進する

　 　 ⑤　 文化施設の維持可能な活用マネジメ ント

　 4)　 文化財が継承さ れる仕組みを作る（ 継承）

　 　 ①　 文化財の担い手育成

　 　 ②　 文化財の継承に必要な資金・ 資材調達の仕組みを作る

　 　 ③　 文化財の継承に必要な専門人材と の連携を強化する

エ　 文化財の防災・ 防犯対策

　 　 ①　 平時における備え

　 　 　 ・ 未指定文化財の現状把握調査

　 　 　 ・ 防犯パト ロール体制の構築

　 　 　 ・ 戸隠重要伝統的建造物群保存地区の台帳整備

　 　 ②　 防災・ 防犯意識の啓発
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　 　 　 ・ 地域の文化財災害マニュ アル作成

　 　 　 ・ 文化財防災訓練の実施

　 　 　 ・ 文化財所有者・ 管理者向け文化財防災チェ ッ ク リ スト の作成

　 　 　 ・ 文化財ハザード マッ プの作成

　 　 ③　 防災・ 防犯設備の整備

　 　 　 ・ 善光寺の防災防犯設備整備

　 　 　 ・ 旧横田家住宅の防災設備整備

　 　 　 ・ 戸隠重要伝統的建造物群保存地区の防災対策

　 　 ④　 文化財レスキュ ーの整備

　 　 　 ・ 被災文化財保全活動の支援

　 　 　 ・ 災害時文化財レスキュ ーの体制の構築

　 　 ⑤　 災害時の対応

　 　 　 ・ 被災情報の把握と 伝達

　 　 　 ・ 文化財レスキュ ーの要請

オ　 文化財の保存・ 活用に向けた推進体制

　 本計画に基づく 文化財の保存活用の取組は庁内体制の整備、 関係行政機関と の連携、

長野市文化財保存活用地域計画協議会、 民間団体等と の連携の下に推進し ます。 また関

係機関や民間団体等は計画の取組状況に応じ て適宜追加等を行い、 連携強化を図っ て行

き ます。

　 長野市観光振興計画は、 観光振興を通じ て実現し たい長野市の姿を示すと と も に観光

関連事業者、 市民、 地域、 行政がそれを着実に実現し ていく ための基本的な考え方や実

施すべき こ と を取り まと めたも のである。

　 重点政策の下、 地区別の方針と 実施プロジェ ク ト を挙げている。

ア　 計画期間

　 令和４ 年度（ 2022）から 令和８ 年度（ 2026）まで

イ 　 基本方針

　 ●持続可能を担保し た観光産業への転換

　 ●新たな観光スタ イ ルに対応し た観光への転換

　 ●人と 人と のつながり を大切にし た「 ながのフ ァ ン」づく り の強化

⑹　 長野市観光振興計画 （ 令和４ 年（ 2022）２ 月策定）
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　 ●Ｚ 世代など若者への観光需要の喚起

⑺　 第二次長野市文化芸術振興計画 （ 平成29年（ 2017）４ 月策定）

　 長野市文化芸術振興計画は、 市民と 行政の協働により 、 文化芸術及び伝統文化等の新

たな発展と 振興を図るための指針と し て策定し たも のである。

　 方策に指定文化財などの調査・ 整備、 伝統芸能の継承、 歴史・ 文化遺産の活用などを

挙げている。

ア　 計画期間

　 平成29年度（ 2017）から 令和８ 年度（ 2026）まで

イ 　 基本理念

　 文化芸術に親し み、 創造し 継承さ れ、 優し さ と 温も り があふれるまち
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ウ　 方　 策

　 ●長野市芸術館を拠点と し た多彩な文化芸術の鑑賞機会の提供

　 ● 市民の自主的・ 自発的な文化芸術活動を支援し 、 生き がいやまちのにぎわいにつな

がる発表機会の充実

　 ●子ども の 創造力や感性を育む文化芸術活動の支援

　 ●交流が広がる魅力ある文化芸術公演やイ ベント の企画・ 創造

　 ●指定文化財などを調査・ 整備し 、 博物館での展示や史跡の公開の推進

　 ●伝統芸能を次世代へ保存・ 継承する関係団体の活動支援

　 ●歴史的なまちなみなどの環境の保存・ 活用

　 ●歴史・ 文化遺産を活かし 、 観光と の連携を推進

　 ●歴史・ 文化遺産の保護に関わる団体の育成と 活動支援

　 ●文化芸術イ ベント 等の積極的な誘致を支援

⑻　 第三次長野市環境基本計画 （ 令和４ 年（ 2022）２ 月策定）

　 第三次長野市環境基本計画は、 本市の環境行政の基本計画と し て、 環境施策を総合的

かつ計画的に推進するために策定するも のである。

　 基本目標「 良好で快適な環境の保全と 創出」の施策テーマに「 美し いまちなみの保全と

創出」を挙げている。

ア　 計画期間

　 令和４ 年度（ 2022）から 令和８ 年度（ 2026）まで

イ 　 望まし い環境像

　 人と 自然が共生し 　 未来につなぐ 　 脱炭素のまち「 ながの」

　 ●人と 自然が共生し …自然から の恩恵に感謝し 、 自然を守り 育みます

　 ●未来につなぐ ………次世代へ責任をも っ て引き 継ぎます

　 ●脱炭素のまち………脱炭素に向けてみんなで取り 組みます
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ウ　 施策体系
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⑼　 長野市中心市街地活性化基本計画 （ 令和８ 年（ 2026）３ 月策定）

　 急激な人口減少や、 近隣市郊外への大型商業施設の出店など、 本市を取り 巻く 社会情

勢が大き く 変化し ているこ と から 、 中心市街地の魅力向上やにぎわいの創出に向けて、

中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、 第三期と なる中

心市街地活性化基本計画を策定し た。

ア　 計画期間

　 令和８ 年（ 2026）４ 月から 令和13年（ 2031）３ 月まで

イ 　 基本的な方針、 目標、 指標等

目　 標 目標指標
基準値

(R6)

目標値

(R12)

行き たく なるまち 中心市街地の人口（ 人） 9,521人 9,800人

生き がいを感じ る

まち

も んぜんぷら 座、 生涯学習セン タ ー、 権堂イ ースト プラ

ザ市民交流センタ ー及び長野市芸術館の利用者数（ 人/年）
513,329人 572,000人

訪れたく なるまち 中心市街地内のホテル宿泊者数（ 人/年） 874,560人 895,000人

歩き たく なるまち

中心市街地の歩行者・ 自転車通行量（ 人/日） 133,400人 137,000人

善光寺表参道（ 中央通り ）及び権堂アーケード 沿い１ 階部

分の空き 店舗数（ 件）
17件 13件

①方針１   多様な都市機能の充実による、 誰も が生き がいを感じ て暮ら せるまちの実現
　 ⇒「 行き たく なるまち」「 生き がいを 感じ るまち」
　
②方針２ 　 門前町の歴史や文化を 活かし つつ、 新たな魅力を 生み出せるまちの実現
　 ⇒「 訪れたく なるまち」
    
③方針３ 　 日常と 非日常が行き 交う 、 歩いて楽し めるまちの実現
　 ⇒「 歩き たく なるまち」
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⑽　 長野農業振興地域整備計画 （ 平成27年（ 2015） 12月見直し ）

　 国が策定し た基本指針及び県が策定し た基本方針に基づき 、 昭和49年（ 1974）に長野

農業振興地域整備計画を策定し 、 以降、 社会情勢の変化や町村合併による市域の拡大を

反映し て見直し をし ている 。 現行の計画は、 平成27年（ 2015） 12月に見直し を行っ たも

ので、 現在、 総合的な見直し を進めている。

　 計画は、 今後も 安全な農作物の安定的供給に必要な農用地を確保し 、 農地流動化の推

進や農地の高度利用、 農地のも つ多面的機能の維持増進に努め、 農業の振興を図るべき

地域を明確にし 、 秩序ある土地利用を図ると し ている。

ア　 農用地等の保全の方向

　 最も 基礎的な農業の生産資源である農地は、 一度荒廃すると 回復が困難で、 安心でき

る農畜産物を将来にわたっ て安定的に供給するには、 無秩序な土地利用や遊休・ 荒廃化

を防ぎ、 営農に適し た良好な状態で確保し 、 有効利用を図っ ていく こ と が重要である。

　 また、 農地の持つ環境保全や良好な農村景観の形成、 保水機能など農業生産活動以外

の多面的機能の向上を推進する。

イ 　 農用地等保全のための活動

　 ●流動化及び利用集積

　 　  　 認定農業者等の多様な担い手を確保、 育成すると と も に、 農地の流動化を促進

  　   し 、 担い手への利用集積を図っ ていく 。

　 ●多面的機能の維持

　 　  　 農用地、 水路、 農道等の地域資源の保全管理等、 地域の共同活動を支援し 、 農地

　 　 を保全し ていく 。

　 ●都市農村交流を通じ た保全

　 　  　 農業体験、 農家民泊など都市住民と の交流や定住促進のための住民の主体的な地

　 　 域活動を支援すると と も に、 耕作放棄地の利活用等をと おし て農用地の保全につな

　 　 げていく 。 また、 市民菜園の開設を促進し 、 遊休農地の増加を防止する。
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農用地の分布（ S= 1/200,000）

µ

0 2,900 5,800 8,700 11,6001,450
メートル

00049199 牧野　健一 まちづくり課　

2023/11/22  8:10:14

全庁向け地図情報です。
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　 課題等を踏まえ、 引き 続き 歴史的風致の維持及び向上を図るための方針を以下に整理

する。

歴史的風致の維持及び向上に関する方針3

⑴　 歴史的建造物等の保存に関する方針

⑵　 地域に残る伝統と 生
な り

業
わ い

の継承に関する方針

　 本市の歴史的風致の核と なる建造物のう ち、 重要文化財や史跡、 県または市の指定文

化財で、 既に必要な措置が講じ ら れているも のは、 引き 続き 、 文化財保護法、 県や市の

条例等に基づき 適切に保存、 活用を図る。

　 県または市の指定文化財で適切に保存さ れていない建造物や未指定の建造物で歴史的

風致の核と なる建造物については、 歴史的風致形成建造物に指定し 、 国等の支援を活用

し て修理等の支援を行う こ と など歴史的価値の高い建造物等の滅失を防止し 、 保存、 継

承に継続し て取り 組む。

　 また、 空き 家と なっ た歴史的建造物の滅失等を防ぐ ために、 地域のまちづく り 団体等

と 連携し ながら 建造物の活用を検討し ていく 。

　 伝統的な祭礼、 行事や芸能などの継承は、 その活動の意味や重要性、 地域と の歴史的

なつながり と いっ た文化的価値の継承に加え、 地域活性化やコ ミ ュ ニティ 維持、 観光振

興にも つながるこ と から 、 引き 続き、 活動を披露する機会を設けると と も に、 伝統的な

祭礼等を継承する団体への支援に取り 組む。

　 また、 若い世代と 接点を持てるよう 幅広い情報発信などにより 、 伝統的な祭礼に親し

む機会や参加できる機会を創出し 、 担い手や継承者の育成につなげる。

　 さ ら に、 歴史的建造物の価値を損なう こ と なく 歴史的なまちなみや景観を後代に伝え

ていく ため、 歴史的建造物の適切な修理、 修復をと おし て伝統的な技術の継承を図る。

加えて、 歴史的風致の一片を形成する地域に伝わる屋根材の茅、 食材や工芸品などにつ

いても 、 歴史的風致の維持及び向上を図る中で、 伝統的な技術や材を生かす場を創出す

るこ と で生
な り

業
わ い

の継承につなげていく 。
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⑶　 歴史的まちなみと 周辺環境の整備に関する方針

⑷　 歴史的風致を生かし た観光振興、 地域活性化に関する方針

⑸　 歴史文化の調査研究に関する方針

　 歴史的なまちなみや景観を保全し ていく ために、 条例や景観計画などによる建築物や

屋外広告物の規制、 誘導をするこ と で周囲に調和し た魅力あるまちなみと なるよう 長期

的な視点で取り 組む。

　 また、 歴史的まちなみの周辺環境を向上さ せるため、 電柱電線類の地中化や移設、 道

路の美装化等を推進すると と も に、 自動車交通の抑制について検討するほか、 良好な景

観形成を行う こ と を目的に組織さ れた地域の団体等を支援する。

　 引き 続き 、 地域住民の理解と 協力を得ながら 、 歴史的建造物と 一体と なっ た地域固有

の歴史や文化が感じ ら れる良好な景観形成と 歩いて楽し める環境の整備に取り 組んでい

く 。

　 歴史的風致を活用し 観光振興と 地域活性化につなげるため、 まちなみの高質化や観光

イ ンフ ラ 等の環境整備を行う と と も に、 地域住民や関係団体等と 連携し ながら 、 効果的

な情報発信を行う こ と で、 認知度向上や周遊の促進を図る。

　 また、 体験や滞在型コ ンテンツを通じ た来訪者と の交流により 、 関係人口を増やすこ

と で、 地域経済の活性化につなげると と も に、 地域固有の伝統・ 文化の価値や魅力を地

域住民が再認識し 、 地域への愛着や誇り を育みながら 、 歴史的風致の継承につなげてい

く 。

　 歴史的風致の維持及び向上には、 それを構成する歴史的建造物やまちなみ、 伝統的な

祭礼等について、 所有者や地域住民の協力の下
も と

、 価値付け、 保存及び継承の問題点、 そ

の対策等を明ら かにするための詳細な調査研究が必要である。

　 地域固有の歴史的風致の維持及び向上に向け、 文化財保存活用地域計画と 整合を取り

ながら 、 文化財や歴史的建造物、 伝統的な祭礼等の調査を継続的に実施し 、 本市の多様

な文化を把握し た上で総合的に保存、 活用し ていく 。
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　 本市における歴史的風致の維持及び向上には、 所有者や管理者、 市民等の理解と 協力

が不可欠であるため、 協働し て取り 組んでいく 。

　 本計画の推進に当たっ ては、 都市整備部まちづく り 課歴史的まちなみ整備室と 観光文

化部文化財課が事務局と なる庁内推進会議を設置し 、 関係課と 連携調整を行う 。 また、

歴史まち づく り 法第11条に基づく 長野市歴史的風致維持向上協議会に計画の進捗管理

や変更などを提案し 、 円滑な事業の実施に向けた協議を行う 。

　 必要に応じ て国や県のほか、 文化財保護、 都市計画や景観などに関する附属機関から

助言等を得ると と も に、 文化財や歴史的建造物の所有者などと 連絡、 調整を行う 。

歴史的風致維持向上計画の推進体制４

長野市地方文化財保護審議会

長野市景観審議会　 など

文化財所有者

関係団体

国（ 文部科学省、 農林水産省、 国土交通省）

長野県

長野市歴史的風致維持向上計画推進体制

提案

報告・ 助言 連絡・ 調整 協議・ 助言

意見

庁外組織

●長野市歴史的風致維持向上協議会

　 ・ 学識経験者、 団体等

　 ・ 地域の代表者

　 ・ 行政（ 長野県、 長野市）

庁内組織

●庁議（ 部長会議）

　 市長、 副市長、 部局長

●歴史まちづく り 推進会議

　・ 企画政策部

　 　 企画課、 移住推進課、 交通政策課

　・ 地域・ 市民生活部

　 　 地域活動支援課、 松代支所、 若穂支所、

　 　 戸隠支所、 鬼無里支所

　・ 経済産業振興部

　 　 商工労働課

　 ・ 観光文化部

　 　 文化芸術課、 観光振興課、 博物館

　 ・ 農林部

　 　 農業政策課、 農地整備課

　 ・ 建設部

　 　 道路課、 河川課

　 ・ 都市整備部　

　 　 都市計画課、 公園緑地課、 市街地整備課

　 ・ 教育委員会

　 　 家庭・ 地域学びの課

　 ・ 消防局

　 　 総務課、 予防課

●事務局

　 ・ 都市整備部 まちづく り 課

　 　 歴史的まちなみ整備室

　 ・ 観光文化部 文化財課

歴史まちづく り 事業の実施
（ 事業担当課）

助言・ 報告等
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